
別表第１（１関係） 

予防接種の種類、対象者及び接種回数等 

種 類 対象者 接種回数等 

ヒブ 生後２月から生後６０月に

至るまでの間にある者 

初回（１

回目から

３回目ま

で） 

 初回接種の開始時に生後

２月から生後７月に至るま

での間にある者 生後１

２月に至るまでの間に

２７日以上の間隔をお

いて３回 

 初回接種の開始時に生

後７月に至った日の翌日か

ら生後１２月に至るまでの

間にある者 生後１２月

に至るまでの間に２７

日以上の間隔をおいて

２回 

 初回接種の開始時に

生後１２月に至った日

の翌日から生後６０月

に至るまでの間にある

者 １回 

追加 初回接種の開始時に生後

２月から生後１２月に至

るまでの間にあった者に

対し、初回接種終了後７

月以上の間隔をおいて１

回。ただし、初回接種の開



始時に生後２月から生後

１２月に至るまでの間に

あった者が、初回接種を終

了せずに生後１２月を超

えた場合は、初回接種に係

る最後の接種終了後２７

日以上の間隔をおいて１

回 

小 児 用

肺 炎 球

菌 

生後２月から生後６０月に

至るまでの間にある者 

初回（１

回目から

３回目ま

で） 

 初回接種の開始時に生後

２月から生後７月に至るま

での間にある者 生後２

４月に至るまでの間に

２７日以上の間隔をお

いて３回。ただし、生後

１２月を超えて第２回

目の接種を行った場合

は、第３回目の接種を

行わないものとする。 

 初回接種の開始時に

生後７月から生後１２月に

至るまでの間にあった者 

生後２４月に至るまで

の間に２７日以上の間

隔をおいて２回 

 初回接種の開始時に

生後１２月に至った日

の翌日から生後２４月

に至るまでの間にある



者 ６０日以上の間隔

をおいて２回 

 初回接種の開始時に

生後２４月に至った日

の翌日から生後６０月

に至るまでの間にある

者 １回 

追加 初回接種の開始時に生後

２月から生後１２月に至

るまでの間にあった者に

対し、初回接種に係る最後

の接種終了後６０日以上

の間隔をおいて生後１２

月に至った日以降におい

て１回 

五 種 混

合、四種

混 合 又

は 三 種

混合 

生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

１期初

回 

２０日以上の間隔をおい

て３回 

１期追

加 

初回接種終了後６月以上

の間隔をおいて１回 

不 活 化

ポリオ 

生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

１期初回 ２０日以上の間隔をおい

て３回 

追加 初回接種終了後６月以上

の間隔をおいて１回 

ＢＣＧ １歳に至るまでの間にある １回 



者 

麻しん 生後１２月から生後２４月

に至るまでの間にある者 

１期 １回 

５歳以上７歳未満の者であ

って、小学校就学の始期に達

する日の１年前の日から当

該日の前日までの間にある

もの 

２期 １回 

風しん・

麻 し ん

風 し ん

混合 

生後１２月から生後２４月

に至るまでの間にある者 

１期 １回 

５歳以上７歳未満の者であ

って、小学校就学の始期に達

する日の１年前の日から当

該日の前日までの間にある

もの 

２期 １回 

昭和３７年４月２日から昭

和５４年４月１日までの間

に生まれた男性 

 

５期 １回 

日 本 脳

炎 

生後６月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

１期初

回 

６日以上の間隔をおいて

２回 

１期追

加 

初回接種終了後６月以上

の間隔をおいて１回 



９歳以上１３歳未満の者 ２期 １回 

二 種 混

合 

１１歳以上１３歳未満の者 ２期 １回 

水痘 生後１２月から生後３６月

に至るまでの間にある者 

１回目及

び２回目 

３月以上の間隔をおいて

２回 

Ｂ 型 肝

炎 

１歳に至るまでの間にある者 １回目及

び２回目 

２７日以上の間隔をおい

て２回 

３回目 １回目の注射から１３９

日以上の間隔をおいて１

回 

ロ タ ウ

イルス 

生後６週に至った日の翌日

から次に掲げるワクチンの

種類ごとにそれぞれ次に定

める日までの間にある者 

 ア ロタリックス 

 生後２４週に至る日

の翌日 

 イ ロタテック  

生後３２週に至る日

の翌日 

ロタリ

ックス

（１回

目及び

２ 回

目） 

２７日以上の間隔をおい

て２回 

ロタテ

ッ ク

（１回

目から

３回目

まで） 

２７日以上の間隔をおい

て３回 



子 宮 頸

がん（女

子のみ） 

 １２歳となる日の属す

る年度の初日から１６歳

となる日の属する年度の

末日までの間にある女子 

 平成９年４月２日から

平成２０年４月１日まで

の間に生まれた女子（ を

除く。） 

サーバリ

ッ ク ス

（１回目

から３回

目まで） 

１月以上の間隔をおいて

２回接種した後、１回目の

接種から５月以上かつ２

回目の接種から２月半以

上の間隔をおいて１回 

ガーダ

シル（１

回目から

３回目ま

で） 

１月以上の間隔をおいて

２回接種した後、３月以

上の間隔をおいて１回 

シルガ

ード９

（ １回

目から３

回目ま

で） 

１月以上の間隔をおいて

２回接種した後、３月以

上の間隔をおいて１回 

対象者 （第１回目の接

種時に１２歳となる日の

属する年度の初日から１

５歳に至るまでの間にあ

る者に限る。）にあって

は、シルガード９を５か

月以上の間隔をおいて２

回 



 

備考 日本脳炎に係る対象者及び接種回数等は、予防接種実施規則（昭和３３年

厚生省令第２７号）附則第３条第１項に規定する特例対象者であって日本脳炎の

予防接種のうち４回の接種を受けていないものにあっては、この表の規定に関わ

らず、当該者を日本脳炎の接種の対象者とし、その接種回数等は次の表のとおり

とする。 

当該者の接種歴 接種回数等 

接種を全く受けていない者  ６日以上の間隔をおいて２回接種 

⑵ ３回目は、２回目の接種後６月以上の間隔

をおいて接種 

⑶ ４回目(２期)は、３回目の接種後６日以上

の間隔をおいて接種 

１回のみ接種を受けた者  ２回目を接種 

高 齢 者

用 肺 炎

球菌 

 ６５歳の者 

 ６０歳以上６５歳未満

の者であって、心臓、腎臓

若しくは呼吸器の機能に

自己の身辺の日常生活活

動が極度に制限される程

度の障害を有するもの又

はヒト免疫不全ウイルス

により免疫の機能に日常

生活がほとんど不可能な

程度の障害を有するもの 

１回 



 ３回目は、２回目の接種後を６日以上の間

隔をあけて接種 

 ４回目(２期)は、３回目の接種後６日以上

の間隔をおいて接種 

２回の接種を受けた者  ３回目を接種 

 ４回目(２期)は、３回目の接種後６日以上

の間隔をあけて接種 

３回の接種を受けた者 ４回目(２期)は、３回目の接種後６日以上の間

隔をあけて接種 

 


